
1 

 

平成３０年９月阿見町教育委員会定例会議事録  

 

会議日時 平成３０年９月２５日（火）午後３時３０分 

会議場所 阿見町役場 第３０２会議室 

出席委員 

出席者 

教育長 菅 谷 道 生 

委 員 田 邉  勉 

委 員 立 原 順 子 

委 員 中 島 雅 己 

委 員 岡 田 治 美 

欠席者 

 

委員以外 

の出席者 

教育次長  学校教育課長  指導室長 

生涯学習課長兼中央公民館長  給食センター所長 

学校教育課主事 

議  題 

 

報告第 ２２号 朝日中学校増築工事請負契約の専決について 

議案第 ４９号 平成３０年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

平成３０年９月教育業務報告及び平成３０年１０月教育業務予定 

 

傍 聴 者  なし 

議 事 概 要 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

阿見町教育委員会会議規則第８条の規定により、ただいまより、９月教育

委員会定例会を開会します。 

 

まず、会議録の確認ですが、８月の教育委員会定例会の会議録についてお

伺いします。会議録については、皆様に配付したとおりでよろしいでしょう

か。 

 

異議なし。 

 

次に、本日の教育委員会定例会の議事録署名人について、阿見町教育委員

会会議規則第１７条の規定により、田邉委員を指名します。 

 

次に、審議事項に入ります。 

 

それでは、報告第２２号について事務局より説明をお願いいたします。 

 

○報告第２２号 朝日中学校増築工事請負契約の専決について 

 

資料の１～３ページをご覧ください。報告第２２号につきましては、朝日

中学校増築工事請負契約の専決に関する報告となります。 

工事概要は、現在、教職員等が使用している駐車場から学校農園の一部に

かけて、校舎を増築するものです。軽量鉄骨造の２階建ての校舎を増築しま

す。普通教室を１１教室整備し、既設キュービクルの撤去・新設、空調設備
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教育長 

 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

の設置等も行います。説明は以上です。 

 

ただいま事務局より、報告第２２号の説明がございましたがご質問等あり

ましたらお願いします。 

 

 普通教室が１１教室で２階建ての建物なので、各階の教室数は５～６教室

になると思います。そうすると、現在の駐車場の大半がなくなってしまうと

思いますが、３階建てにしてできるだけスペースを確保する等の検討もした

結果、２階建てにすることを選択したのですか。 

 

 経費の削減と工期の短縮の観点から、建物の構造に関する検討は行いまし

たが、何階建てにするかという検討は行っていませんでした。 

 

校舎が増築される場所の近くに弓道場がありますが、弓道場への影響はあ

りますか。 

 

校舎を増築する箇所は、駐車場から学校農園の一部を予定していますので、

弓道場への影響はないです。また、駐車場については、学校の敷地外にスペ

ースを確保してあります。ご不便をおかけしますが、現在の駐車場の大半が

使用できなくなりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 

今後、子ども達や教職員の数が増えていくことを考えると、駐車場だけで

なく、駐輪場の確保も必要になってくると思います。 

 

現在、駐輪場の８割程度が使用されていますので、今後は駐輪場の整備も

必要になると思います。今後の課題として、取り組んでいきたいと思います。 

 

それでは、報告第２２号について承認することにご異議ありませんか。お

諮りします。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認め、報告第２２号については承認されました。 

 

次に、議案第４９号について事務局より説明をお願いいたします。 

 

○議案第４９号 平成３０年度要保護及び準要保護児童生徒の認定につい

て 

 

別紙資料を参照してください。個人情報となりますので、資料は回収させ

ていただきます。要保護及び準要保護児童生徒の認定については、阿見町就

学援助規則により、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、

就学に必要な費用を援助する制度です。今回は平成３０年度の追加認定分と

なり、準要保護児童生徒が４名となります。説明は以上です。 
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教育長 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

 

ただいま事務局より、議案第４９号の説明がございましたがご質問等あり

ましたらお願いします。 

 

 それでは、議案第４９号について承認することにご異議ありませんか。お

諮りします。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認め、議案第４９号については承認されました。 

 

次に、９月の教育業務報告及び１０月の教育業務予定を事務局からお願い

いたします。 

 

○平成３０年９月教育業務報告 

 

２日喜幸会第４１回定期公演会「郷の音」、３日二学期始業式、町校長会、

４日教育委員会定例管理職会、町教頭会、５日議会一般質問打合せ、町教務

主任会、６日下水道コンクール審査、登下校防犯プラン対策会議、７日議会

定例会開会、８日中学校体育祭、県スポーツ少年団指導者研修会、９日 MIN-ON

コンサート、１０日議会一般質問、１１日管理訪問、議会一般質問、１２日

管理訪問、１３日管理訪問、民生教育決算特別委員会、１８日民生教育常任

委員会、２２日小学校運動会、２４日予科練平和記念館来館者５０万人達成

記念セレモニー、２５日総合教育会議、教育委員会定例会、２７日健康標語

審査会、２８日議会定例会閉会 

 

○平成３０年１０月教育業務予定 

 

１日舟島小学校創立記念日、２日平成３０年度防犯ポスター標語展審査会、

３日教育委員会定例管理職会、平成３０年度茨城県市町村教育委員会研修会、

４日計画訪問、５日阿見町文化芸術振興審議会、共同実施協議会、７日第３

８回町民運動会、９日管理訪問、１０日平成３０年度阿見町小中学校音楽会、

１１日管理訪問、１２日管理訪問、１５日町校長会、町教頭会、１６日庁議、

町教務主任会、１７日計画訪問、平成３０年度新任教育長及び教育委員並び

に新任職員研修会、１９日計画訪問、議会臨時会、国体オープンセレモニー、

２４日計画訪問、２５日人権教育市町村教育委員会訪問、２６日教育委員会

定例会(予定)、２８日竹来中学校創立記念日、２９日平成３０年度第２回市

町村教育委員会教育長会議、３０日計画訪問、議会全員協議会、３１日平成

３０年度茨城県町村教育長会視察研修会 

 

ただいま事務局より、９月の教育業務報告及び１０月の教育業務予定につ

いて説明がありましたが、ご質問等ございましたらお願いします。 

 

９月６日の登下校防犯プラン対策会議では、どのようなことを行ったので

すか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課が主催で、牛久警察署の方、竜ケ崎工事事務所の方、役場の関

係各課の職員が集まり協議を行いました。登下校時の危険箇所を各学校から

提示していただき、現場の確認を行いました。その後、各危険箇所の対策に

ついて協議を行いました。 

この会議は、新潟県での事件を受けて、今年度初めて行われたものです。

今後は、毎年行っている交通安全対策に関する会議と同時に行うことを考え

ています。 

 

各学校から提示された危険箇所の対策については、各学校に周知するので

すか。 

 

協議の中で検討した対策等については、各学校に周知します。 

 

少し先の予定について確認したいのですが、１１月３日に行われる教育の

日の講演会については、昨年度と同様に講演を聞くだけで良いのですか。 

 

講演会については、昨年度と同様の形で行いますので、教育委員の皆様に

もご参加いただければと思います。 

 

それでは、その他連絡事項について説明をお願いいたします。 

 

その他連絡事項について説明いたします。 

(その他連絡事項については下記記載のとおり) 

 

ありがとうございました。その他ございませんか。 

 

午前中の総合教育会議に関連することですが、以前からコミュニティ・ス

クールの話がありましたが、改めて難しい課題だと感じています。 

総合教育会議でもあったように、中央東では地域で子ども達を守る活動を

しています。このような活動を他の地域でも計画し実施できたとしても、活

動を先導していた方がいなくなると、活動が廃れてしまう可能性があります。

地域で子ども達を守ることは、理想的でとても良いことだと思いますが、自

主的に活動を行えない地域もあると思います。 

コミュニティ・スクールも同様で、多少先導する力がないと、コミュニテ

ィ・スクールを実施できない学校もあるのではないかと思います。各学校に

お任せしている内容がたくさんあると思いますが、コミュニティ・スクール

の実施に向けた大まかな道筋が示されていると良いのではないかと思いまし

た。 

また、統合のアンケートについては、今までと異なる環境になったことに

対して違和感があったり、戸惑いを感じたりしている保護者の方が多いと思

いました。 

その中で、「もう少し説明をしてほしかった」という文言が多く見受けられ

た印象があります。町の HPや文書等を活用して、保護者の方々に情報を周知

していると思いますが、個人的には、HPや文書だと内容を理解しにくいと感

じることが多くあります。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明会等のように、新しい情報に対する疑問を聞くことができる場でない

と、具体的に理解することが難しいと思います。「もっと説明会を開いてほし

かった」や「事前にもっと説明がほしかった」という意見もあったように、

そのような場を設けることの必要性を感じました。 

今後、働き方改革に向けて取り組みを実施すると思いますが、その取り組

みに対して、保護者の方から疑問等が出ると思います。それに対して、なぜ

取り組みを実施するのか、取り組みの意図は何なのかをきちんと説明する必

要があると思います。 

もし許可をいただけるのであれば、町 PTA連絡協議会に話をして、PTA 役

員を活用した情報の発信を行うことができると思います。その中で、より具

体的な話ができるのではないかと感じました。 

 

コミュニティ・スクールについては、２年前から各学校の校長先生に対し

て、各学校のグランドデザインを地域の方に説明し、どのようなことに地域

の方の力を借りたいのか示してほしいと指示しています。また、地域の中で

影響力のある方を探し、その人の力を借りながら進めてほしいとも指示して

います。校長や教頭が主導でコミュニティ・スクールを実施しようとしても、

数年で校長や教頭は代わってしまいます。そのような場合でも、コミュニテ

ィ・スクールを実施することができるように、地域人材の活用を促していま

す。 

この点については、現在、第二小学校が進んでいます。植木の剪定等につ

いて、自主的に会議を開催し、実施日等の取り決めを行っています。 

各学校には、それぞれの学校を支援する体制があります。それらを再構築

することでコミュニティ・スクールを実施できると思います。再構築の際は、

コーディネーターの役割を担う方が必要になるので、関係各課や各学校で調

整する必要があると思います。 

コミュニティ・スクールの実施によって、学校と地域が協働して子ども達

を育てていくことになります。そのために、学校と地域の役割分担を行い、

きちんと役割を実行する組織作りが大切になります。 

ただし、各学校の地域性があるので、同じ足並みで進めることはできない

と思います。今地域にある人材をどのように活用するのかについて、学校だ

けではなく、PTAや地域の方と一緒に考える必要があります。 

学校再編に関する説明会については、複数回に渡り説明会を実施する等、

丁寧な説明を心がけてきましたが、まだ説明が不十分であると感じている方

が多いのが現状です。 

働き方改革についても同様ですが、これまでと異なることを行うと、反対

の意見を持つ方がいますが、その意識を変えることが必要になります。また、

国等が改革を進めようとしているこのタイミングで実施しなければ、今後、

働き方改革を進めることは困難になると思います。 

働き方改革は、先生を楽にさせるものではありません。昨日の知識が翌日

には古くなってしまうことがある世の中で、教科の指導だけではなく、自己

啓発の時間が必要になります。その時間を確保するための取り組みです。 

また、改革を進めるにあたって、保護者の方の合意形成を図ることが重要

になります。お互いにスタンスが異なるという前提の中で、どのように合意

形成を図るかが今後の課題です。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

貴重なご意見、ありがとうございました。 

 

午前中の総合教育会議の中で、統合のアンケートに関する資料があり、内

容を確認すると、良いことから悪いことまで様々な内容が書かれていました。

今回のアンケートだけでなく、学校で問題が起きた時の情報等についても、

教育委員に知らせてほしいです。 

教育委員は、教育委員会の事務局の方々と同じ情報を持っている必要があ

ると考えています。また、情報を共有することで、教育委員も事務局と同じ

責任を負うことになります。様々な経験を経て教育委員に任命されているの

で、学校で問題等が起きた時は、意見等を述べることができると思います。 

ぜひ、良い情報でも悪い情報でも、教育委員に情報をいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

１つ情報提供させていただきます。救急車の出動に関する情報が広報『あ

み』に掲載されていますが、稲敷広域消防になってから、救急車の到着が２

分程遅くなっています。特に遅れているのが、うずら野地区等の本郷ふれあ

いセンター周辺のエリアです。また、救急車の全出動回数の内、約４割がう

ずら野地区等の本郷ふれあいセンター周辺に出動しています。 

これを受けて、１１月１日から本郷ふれあいセンターに救急車を１台待機

させることになりました。時間は午前９時～午後５時で、ふれあいセンター

の開館日のみ救急車が待機します。これにより、到着までの時間が短縮され

る見込みです。 

ただ、まだ整理しなければならない事項がありますので、防災担当の課に

は早急な整理等を依頼しています。 

 

情報の共有に関するお話がありましたが、今後も情報共有を図っていきた

いと思います。また、何か用意してほしい資料がありましたらご連絡くださ

い。こちらでご用意させていただきます。よろしくお願いします。 

 

その他ございませんか。 

以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。 

 

そ の 他 連 絡 事 項 等 

事 務 局 

 

○次回の教育委員会 平成３０年１０月２６日（金）午後３時３０分 

○教育委員会事務局の各担当部署からの報告連絡 

（報告連絡内容については記載省略） 

閉会 午後 ４：３０    

 

 

議事録署名    平成  年  月  日 

 

                      教 育 長 

 

委   員 


